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宮城県再⽣可能エネルギー地域共⽣促進税条例は2024年4⽉より施⾏されます。

宮城県再⽣可能エネルギー地域共⽣促進税条例について

導入の経緯
脱炭素社会の実現に向けて、再エネの導入を加速していく必要性がある⼀⽅，災害や環境への影響等が懸念
される場合もある。しかし，制度上，規制を強化しても基準を満たせば設備は設置可能であるため，地域共⽣
を図りつつ再エネ導入と環境保全の両⽴を目指す⼿法として新たな税制度を導入。森林の開発⾯積0.5haを
超える事業に対し，課税により経済的負担を課すが，地域と共⽣したと認められるものについては非課税とし，
地域との共⽣に向けた努⼒を促す仕組みとしている。

非課税事項
温対法に基づく認定地域脱炭素化促進事業や農⼭漁村再エネ法に基づく認定設備整備計画に基づき⾏われ
る事業は，環境配慮や地域との合意形成が図られるなど、地域と共⽣したと認められた事業であるため，非課
税事業となる。また，これらに「準ずる事業」（つまり地域との合意形成がなされ、地域と共⽣している事業）も
非課税となる。

つまり
認定地域脱炭素化促進事業や認定設備整備計画に基づき⾏われる事業以外は，これらに「準ずる事業」と
して認められなければ課税される。

「準ずる事業」と認められるためには，協議会を設置し，意⾒を事業に反映し地域の合意形成を図る
等の必要がある。
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出典︓地球温暖化対策推進法に基づく「促進区域」「地域脱炭素化促進事業」の認定等に係るガイドラインより

宮城県再⽣可能エネルギー地域共⽣促進税条例について






